
高齢者福祉制度ガイド　（令和８年４月現在）　 　高知市高齢者支援課　電話：088-823-9441　　〒780-8571　高知市本町五丁目1番45号　　本庁舎２階　２０７番窓口

外
出

施設や協賛店で会計時に提示
すると、割引などの特典が受
けられます。

な　し
　65歳以上の方
　（65歳になった方に介護保険証とともに送付しています。）

- - -
割
引
等

施設・協賛店により異なります。

長寿手帳をお持ちでない方や紛失された方
は、対象者の住所・氏名・生年月日が確認で
きるものを持って、窓口へお越しください。
(裏面参照）

地
域
内
の

交
流

高齢者等の交流の場で、市内
各所でレクリエーションや地
域交流活動等を行っています。

な　し 身辺の自立がおおむねできている65歳以上の方
本
人
・

家
族
等

- -
利
用
料

各宅老所により異なります。
※参考　各利用料の上限額
　半日利用 ４００円（１日利用８００円）
　　　昼食 ６００円
　　　入浴 ３５０円

各宅老所にお問い合わせください。
(裏面参照）

民間の緊急通報装置を利用す
る場合に、助成金を交付しま
す。

な　し
生活上不安のあるひとり暮らしの方のうち、おおむね65歳以上の方
または重度身体障がい者

本
人
・

家
族
等

独
居

-
助
成

１か月あたり４１８円（税込）を限度として助成

※生活保護または中国残留邦人等に対する支援給
付を受けている方には、装置設置費用について
11,000円(税込)を上限に助成します。

週７食を上限に、昼食や夕食
を自宅に配達します。
その際、異状があったときは
関係機関への連絡等を行いま
す。

な　し

次のすべてに該当する方
①　65歳以上の方のみの世帯等で、加齢や心身の障害、傷病などの
ため自力で買物及び調理が困難な方
②　市民税非課税世帯等の方
③　近隣に支援可能な親族等がおらず、適切な食事の調達が困難で
あり、安否確認が必要と認められる方

本
人
・

家
族
等

独
居

高
齢
者
世
帯
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自
己
負
担

自己負担は、利用する事業所や弁当の種類により
異なります。

入浴補助用具を給付します。
品目：入浴補助用具
　　　（滑り止めマット）

※購入前の申請が必要です

 要支援１・２

 要介護１～５

次のすべてに該当する方
① 要支援１・２または要介護１～５と認定された方
② 市民税非課税世帯等の方
③ 要介護認定における主治医意見書及び認定調査票において入浴
動作に見守りまたは介助が必要とされた方

※下肢または体幹機能障害（もしくは平衡機能障害）で身体障害者
手帳をお持ちの方は、別制度をご利用いただく場合があります。
障がい福祉課（TEL ８２３－９３７８）へご相談ください。

本
人
・
家
族
等

-

非
課
税
世
帯

自
己
負
担
１
割

基準額：２０，０００円
自己負担：購入費の１割（基準額内）

※生活保護または中国残留邦人等に対する支援給
付を受けている方は、基準額内であれば自己負担
はありません。

防火関係の用具を給付します。
品目：電磁調理器
　　　火災警報機
　　　自動消火器

※購入前の申請が必要です

 要支援１・２

 要介護１～５

次のすべてに該当する方
① 要支援１・２または要介護１～５と認定された方
② 市民税非課税世帯等の方
③ 要介護認定における主治医意見書及び認定調査票において認知
機能低下に伴い防火等の配慮が必要とされるひとり暮らしの方

※身体障害者手帳の総合２級以上の方または療育手帳A1・A2の方は
別制度をご利用いただく場合があります。
障がい福祉課（TEL ８２３－９３７８）へご相談ください。
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人
・
家
族
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独
居
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自
己
負
担
１
割

基準額：
電磁調理器　２１，０００円
火災警報機　１５，５００円
自動消火器　２８，７００円
自己負担：購入費の１割（基準額内）

※生活保護または中国残留邦人等に対する支援給
付を受けている方は、基準額内であれば自己負担
はありません。

認知症高齢者等が行方不明に
なった場合に、居場所を家族
等に伝える機器の初期導入費
用の一部を助成します。

※購入前の申請が必要です

 要支援１・２

 要介護１～５

次のすべてに該当する方を介護する家族の方等
① 要支援１・２または要介護１～５と認定された方
② 要介護認定における主治医意見書及び認定調査において認知症
または認知機能の低下があるため徘徊行動を有すると認められる方

家
族
等

- -

初
期
導
入
費
用

初期導入費用：１万円を限度として助成します。

導入後の費用： 自己負担です。

生
活
衛
生

理・美容師が、ご自宅を訪問
して理・美容サービスの提供
を行う際の出張費用を助成し
ます。

要介護３～５
または

身体障害者手帳
１・２級

次の①または②に該当し、理・美容院でサービスを受けることが
困難な方で、市民税非課税世帯等の方
① 要介護３～５と認定された方
　 ※　要介護３の方については、介護保険認定調査において、
　　 「座位保持」の項目が「支えてもらえればできる」又は
　　 「できない」であり、かつ「移動」の項目が「一部介助」
　　 又は全介助」である方に限る。
② 下肢機能障害、体幹機能障害または運動機能障害（移動機能に
限る。）により、身体障害者手帳１・２級の方

本
人
・

家
族
等

-

非
課
税
世
帯

利
用
券

理・美容師の出張費として、利用券（年度内２
枚）を支給します。

※理・美容料金（カット・カラー等）は自己負担
です。

税
控
除

65歳以上の要介護１～５の方
に対し、身体障害者に準ずる
者等として認定書を発行しま
す。
※詳細は裏面参照

 要介護１～５

前年の12月31日現在、65歳以上で、要介護１～５の認定を受けてい
る方

※申告の手続きは市民税担当課（高知市は市民税課）・税務署等へ
直接お尋ねください。

本
人
・

家
族
等

-
証
明
書

要介護１・２　障害者控除の対象者
要介護３～５　特別障害者控除の対象者

※この認定基準は市町村毎に定められており、他
市と基準が異なっている場合があります。

高齢者支援課の窓口または郵送で本人また
はご家族の方が申請してください

※郵送申請の場合、往復の切手代は申請者
負担となります。

障害者控除認定

　以下は、要介護認定（要介護１～５のいずれか該当する方）等が条件の制度です

入浴補助用具

防 火 用 品

徘 徊 探 知 機

訪 問 理 美 容
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自己負担　または　支給額 申し込み　または　連絡先

長 寿 手 帳

宅 老 所

安
否
確
認

緊急通報装置
利 用 助 成

配食サービス

老
人
日
常
生
活
用
具
給
付

事　業　名 事　　業　　内　　容 要介護認定要件 対　象　者 申請 世帯

65

申請手続きはケアマネジャーまたは地

域包括支援センター、出張所が代行で

行います。

① 介護サービスを利用している

② ケアマネジャー

に相談する

③ 包括のケアマネジャーが、

高齢者支援課に申請する

② お住いの地域の地域包括支援

センター、出張所に相談する

③ ケアマネジャー

が高齢者支援課に

申請する

はい いいえ
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
な
け
れ
ば
コ
チ
ラ
へ

※ 訪問理美容サービスについては、

本人又は家族等から直接高齢者支援

課に申請できます。



　対象者：
　　　

内　容： 体操、創意的作業、レクリエーション、地域交流活動等
※昼食・入浴の実施の有無については各宅老所にお問い合わせください。

費　用： 各宅老所により異なります。各利用料の上限は次のとおり。
半日利用　400円
昼　食　　600円（昼食を提供していない宅老所もあります）
入　浴　　350円（入浴介助を必要としない方で、入浴手続を済ませた方）
※入浴設備を備えた施設のみでの実施です。

施　設 宅　老　所 住　所 電　話

新屋敷しばてんハウス 新屋敷1-2-10 824-2975

たんぽぽ大津 大津乙670-1 866-3208

しばてんハウスあさひ 長尾山町36 826-6020

デイホーム三里 種崎587-1 847-3048

しおさいの家 浦戸837-112 841-2555

たんぽぽ介良 介良370-4 860-1352

秦の里 中秦泉寺182 823-9001

ステラの家 桟橋通5-6-12 834-0177

たんぽぽ朝倉 朝倉横町7-3 844-0299

やさしいグループ海老川 朝倉己422-1（海老川老人福祉センター） 840-2149

やさしいグループ小高坂 山ノ端町32-5（小高坂老人福祉センター） 871-3271

やさしいグループ一宮 一宮西町3-22-15（一宮老人福祉センター） 846-2119

やさしいグループ長浜 長浜4252-21（長浜老人福祉センター） 842-0139

やさしいグループ介良 介良丙329（介良市民会館） 860-0157

やさしいグループ南横 朝倉東町29-5（南横会館内） 849-2887

やさしいグループ弘岡中 春野町弘岡中134-1（春野弘岡中市民会館） 894-4488

ミニデイやすらぎ会 小石木町192-8（小石木会館内） 831-6212

ミニデイ松田 朝倉己959-1（松田老人福祉センター） 843-0654

ミニデイともだち 長浜戸ノ本2845-1（長浜戸の本集会所） 842-3551

高知市春野デコの里 春野町西畑2680（春野デコの里） 803-2203

西諸木宅老所やんぐ 春野町西諸木1498（春野西諸木公会堂） 842-4890

宅　　老　　所

　高齢者が住み慣れた自宅や地域において、できる限り介護を必要としない生活を送ることができるよう、
気軽に通えて利用者同士が和やかに交流できる宅老所を設け、閉じこもり防止や認知症の予防・早期発見、
地域での介護予防に関する取組みや支援ネットワーク作りを推進することを目的としています。

高知市に居住し、身辺の自立がおおむねできている、次の①または②の方
①   65歳以上の在宅の高齢者
②   その他市長が認める者

詳しくは各宅老所にお問い合わせください。

民
　
　
　
　
家

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

等
施
設

  はい

申告しない

【注意】　　最新年度分を確定申告する場合は、１月５日以降に申請してください。

高齢者の障害者控除対象者認定書発行事務の流れ  

　　※ 申告する前年とは…税の所得控除を受けようとする対象年　　　

申告する前年※の１２月３１日に、満６５歳以上でしたか？

申告する前年※の１２月３１日に
要介護１～５

と認定されていましたか？

いいえ

要支援１・２
の方

この控除の対象者では
ありません

税務署に確定申告(所得税)しますか？ 市民税課に申告しますか？

　・納税義務者
　・控除対象配偶者及び扶養親族

　・納税義務者
　・控除対象配偶者及び扶養親族

　既に非課税の方は
手続き不要です。

所得税および住民税の障害者控除

満６５歳以上 満６４歳以下

非
課
税
の
方

申告する 申告する

申告する前年※の12月31日現在，高知市にお住いの65歳以上の方が，要介護１～５の認定を受

けているとき，所得税および住民税の課税対象所得が一部控除されます。（控除を受けるために

は税務署または市民税課で申告の手続きが必要です。）

申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」は，高齢者支援課で発行いたしますので，市

役所本庁舎２階２０７番窓口へお越しくださるか，郵送にて交付申請を行ってください。

● すでに非課税の方は，この控除の対象者ではありません。

● 身体障害者手帳等を所持しており，同等の控除が受けられる方は，この認定書は必要

ありません。

ただし，障害等級の軽い身体障害者手帳等を所持している方が，要介護３～５のとき

は，特別障害者控除の対象となる場合がありますので認定書の交付を申請してください。

この控除の対象となります （毎年申請が必要）

控除が受けられる認定書を交付しますので下記のとおり

申請してください。

◆申請に必要なもの：①申請者の身分証明書

②対象者の介護保険証

◆申請先 ：〒780-8571

高知市本町五丁目1番45号

高知市役所高齢者支援課

（本庁舎２階207番窓口）

上記窓口のほか、郵送による申請の受付と発行も行ってい

ます（切手代は申請者負担）。申請書の様式は、ホームペー

ジに掲載しています。（高齢者支援課から送付も可能）

高齢者支援課 TEL ８２３－９４４１

この控除の対象となります

（毎年申請が必要）

市民税課で申告手続きをされる際、

｢障害者控除対象者認定申請書｣にご記入

ください。（申請書は市民税課にありま

す）

後日、高齢者支援課が発行した｢障害

者控除対象者認定書｣を申告書に添付し

ます。

写真が古くなったり、汚損や紛失等の場合は、再発行できます。
生年月日と住所の確認できるものを持って以下の窓口にお越しください。
【例：健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど】
　※お手元に現在お使いの長寿手帳がある場合は、再発行の際にお返しください。

～再発行窓口～
　●高知市役所高齢者支援課（本庁舎２階）
　　
　●基幹型地域包括支援センター（塩田町18-10保健福祉センター１階）
　　
　●基幹型地域包括支援センターケアプラン統括南部支部（百石町３丁目１-30南部健康福祉センター１階）
　　
　●各地域窓口センター
   （塚ノ原、三里、高須、一宮、朝倉、瀬戸、鏡、土佐山、春野）
　●各ふれあいセンター
 　（朝倉、鴨田、初月、秦、一宮、布師田、高須、五台山、三里、長浜、浦戸、御畳瀬、介良、大津）

長寿手帳の再発行


